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Ⅰ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

 

 

人事委員会は、議会及び知事に対して、令和５年 10月６日、職員の給与等に関する報告及び

勧告を行った。 

その概要は以下のとおりである。 

 

【令和５年の職員の給与等に関する報告及び勧告の概要】 

 

１ 給与勧告の基本的考え方 

・ 職員の給与は、地方公務員法に基づき、生計費や国及び他の地方公共団体の職員並びに

民間企業従業員の給与等との均衡を考慮して定めるとともに、社会一般の情勢に適応する

ように、随時、適当な措置を講じなければならないとされている。 

・ 人事委員会勧告は、職員の労働基本権制約の代償措置として、職員の給与を社会一般の

情勢に適応した適正なものとする機能を有するものであり、職員の給与水準を民間企業 

従業員の給与水準と均衡させることを基本として行ってきている。 

 

２ 職員の給与と民間給与との比較 

企業規模 50 人以上で、かつ、事業所規模 50 人以上の民間事業所 1,918 のうち、無作為に

抽出した 382事業所について、職種別民間給与実態調査を実施した。 

 

（１）月例給 

本年４月分の職員（行政職）の給与と民間企業従業員の給与とを、役職段階、学歴、年齢

が同等の者同士でそれぞれ対比させ、比較（ラスパイレス方式）したところ、民間給与が 

職員の給与を１人当たり平均 4,310 円（1.19％）上回っていた。 

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 較 差（Ａ－Ｂ） 

365,330 円 361,020 円 4,310 円（1.19％） 

 

（２）特別給（ボーナス） 

昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給

は、所定内給与月額の 4.49 月分に相当しており、職員の期末・勤勉手当の年間支給月数

（4.40 月）を上回っていた。 

 

３ 本年の給与改定 

本年の民間給与との較差の状況及び国の人事院勧告の内容等を総合的に勘案し、次の  

とおり改定を行うこととした。 
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（１）月例給 

① 給料表  

   ア 行政職給料表 

初任給を大卒10,700円、高卒12,000円引上げ、若年層に重点を置き、引上げ改定 

（平均改定率：１級4.3％、２級2.5％、３級1.1％、４級0.4％、５～10級0.3％） 

   イ 行政職以外の給料表 

行政職給料表との均衡を考慮して引上げ 
 

② 初任給調整手当（医師・歯科医師） 

手当額を国に準じて引上げ 

上限月額 308,600 円→309,200 円 
 

（２）期末・勤勉手当 

年間の支給月数を 0.1月分引上げ（4.4月分→4.5 月分） 

引上げ分については、期末手当及び勤勉手当に均等に配分 

（期末手当 2.4月分→2.45 月分 勤勉手当 2.0 月分→2.05 月分） 

   ＜一般職員の支給月数＞ 

 ６月期 １２月期 年間 計 

現
行 

 期末手当 1.20 月 1.20 月 2.4 月 4.4 月 

 勤勉手当 1.00 月 1.00 月 2.0 月  

改
定
後 

５年度 期末手当 1.20 月 1.25 月 2.45 月 4.5 月 

 勤勉手当 1.00 月 1.05 月 2.05 月 （+0.1 月） 

６年度 期末手当 1.225 月 1.225 月 2.45 月 4.5 月 

以降 勤勉手当 1.025 月 1.025 月 2.05 月 （+0.1 月） 

 

（３）改定の実施時期 

給料表：令和５年４月１日 

期末・勤勉手当：令和５年 12月１日 

 

４ 在宅勤務等手当 

人事院は本年の勧告において、在宅勤務等を中心とした働き方をする職員を対象とした 

在宅勤務等手当を新設することとしている。当該手当は、職員の経済的負担を軽減すること

により在宅勤務を選択しやすいものとし、多様で柔軟な働き方の推進に資するものとなる 

ことから、必要な措置を検討する必要がある。 

 

５ 会計年度任用職員の給与 

総務省から発出された通知において、会計年度任用職員の給与改定については、常勤職員

の取扱いに準じた改定が基本であるとされ、また、勤勉手当については、法令上、令和    

６年度から支給が可能となったことから、支給対象となる職員には適切に支給すべきである

とされている。 

引き続き会計年度任用職員制度を適切に運用していく必要がある。 
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６ 給与制度のアップデート 

人事院は本年の勧告において、人材の確保、組織パフォーマンスの向上、働き方やライフ

スタイルの多様化の課題に給与面において対応するため、制度のアップデートを図る必要が

あるとして、令和６年に向けて検討を進めるとしており、国の状況を注視するとともに、  

公務運営上の取組と併せて、今後の給与制度の在り方について検討していく必要がある。 
 

７ 公務運営に関する報告 

地方公務員法第８条の規定により、勤務時間等の勤務条件、その他職員に関する制度に  

ついて、次のとおり報告を行った。 

（１）多様で有為な人材の確保のための採用制度改革 

多様で有為な人材を公務に誘引し、その確保に取り組むことが重要であることから、  

今後とも、広報活動を一層強化するとともに、最適な試験制度の構築に取り組み、民間人材

の活用も含めた人材確保を図っていく必要がある。 

① 広報活動の充実・強化 

大学、民間の就職説明会の増加等に加え、職員が面談によりやりがいを伝える「千葉

県職員しごとナビゲーター制度」を創設し、情報発信の強化に努めている。 

② 民間人材の採用や企業研修による民間の知見の活用 

ＤＸの推進をはじめ、民間の知見の活用が重要となる中、副業人材の採用を進めると

ともに、職員の派遣研修を推進しているところであり、今後もこれらの取組等により、

民間の知見を庁内で共有していくことが必要である。 

③ 試験制度改革 

これまでの見直しに続き、技術系職員について、専門性を確保しつつ、受験の負担  

軽減に配慮し、教養試験の廃止、ＳＰＩの導入など、受験者が能力を発揮しやすい試験

制度に向けた的確な見直しを実施する必要がある。 

④ 多様な人材に応じた採用の機会拡充・推進 

従来の障害者雇用、就職氷河期世代採用に加え、退職した職員の再採用により、   

即戦力の確保、多様で柔軟な働き方の推進につなげていくことが必要である。 

 

（２）職員個々の成長を通じた組織パフォーマンスの向上施策 

① 職員の自律的なキャリア形成・主体的な学びの促進 

近年、若年層の職員が増加する一方、中堅層の職員が減少しており、このような状

況において、将来に向かって組織力を高めていくことが課題となっている。 

そのため、管理職等のマネジメント能力の更なる向上を図るとともに、職員自らが 

描いたキャリアビジョン実現のため、全職員に主体的な能力開発の機会を設け、学び

が仕事にいかされることで多様なキャリアパスにつながり、更なる成長の意欲となる 

「学びと仕事の好循環」を形成させていくことが重要である。 

② 組織パフォーマンス向上に資する人事管理の推進 

  組織がパフォーマンスを最大限に発揮するためには、職員個人の成長を組織として

の課題解決能力の向上につなげていくためのきめ細かい人事管理がますます重要に 

なる。 

  人事評価制度について、公正性、納得性を一層高め、評価結果を任用等の人事管理へ
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適切に活用し、さらに、時代の変化に対応できる戦略的な人材育成の道筋を職員に示す

とともに、対話の実施により、一人ひとりのキャリアビジョンを職員と組織で共有する

など、伴走型のマネジメントに取り組むことが重要である。 

 

（３）勤務環境の整備 

① 総実勤務時間の短縮 

ア 長時間労働の是正 

長時間労働の是正に向けて、管理監督者のもと職員一人ひとりが業務内容を整理・

分析し、優先順位の明確化や取捨選択等を行い、業務改善の意識を持って取組を  

進めることが必要である。 

管理監督者は業務配分に配慮するなどマネジメントの強化を図ることが求め  

られる。 

また、現在試行中の生成ＡＩなど進化するデジタル技術の活用も含め、業務の  

効率化を進め、職員の負担を軽減していくことも必要である。 

これらの取組を進めてもなお恒常的に長時間の時間外勤務を命じざるを得ない場合

には、業務量に応じた柔軟な人員配置と必要な人員の確保に努める必要がある。 

イ 多忙な教職員への対応 

学校・教師が担う業務の適正化を更に進めるとともに、教師が自らの教育活動に

安心して専念できる体制整備が重要である。 

引き続き「学校における働き方改革推進プラン」に基づく取組を進めるとともに、

部活動改革の着実な推進を図ることが必要である。 

ウ 年次休暇及び夏季休暇の取得促進 

職員が年５日以上の年次休暇を確実に取得できるよう、また、更なる取得促進に

向け、休暇を取得しやすい環境づくりに取り組んでいく必要がある。 

夏季休暇の取得期間については、国が見直しを実施することとした事情なども 

踏まえ、検討していく。 

② 職員の健康管理 

ア メンタルヘルスに関する取組の充実 

メンタルヘルスプランに基づく予防等の取組の充実のほか、長期病休者のきめ 

細やかな職場復帰支援を行うことも必要である。 

イ 長時間勤務を行った職員への適切な対応 

医師の面接指導が重要であることを十分認識し、該当職員の面接指導を適切に

実施する必要がある。 

ウ 安全衛生管理体制の充実 

産業医との連携や衛生委員会の適切な運営などにより、職員が健康で安全に 

働くことのできる職場環境づくりを進めていく必要がある。 

③ 誰もが働きやすい勤務環境の実現 

ア 仕事と家庭の両立支援 

育児休業等の取得率向上に向けて、職員の理解促進や代替職員の確保など、取得

しやすい勤務環境の整備が必要である。 



5 

職員が安心して看護休暇等を取得できるよう、介護についての理解を深め、業務

に関する情報の共有化などの取組を引き続き推進していくことが必要である。 

イ 多様で柔軟な働き方の推進 

多様で柔軟な働き方が一層可能となるよう、フレックスタイム制の導入を進めて

いくことが必要である。 

ウ 障害のある職員の活躍を推進するための環境整備 

障害のある職員が能力や適性を十分発揮できる環境の整備が重要である。 

④ ハラスメント防止対策の推進 

研修等により全ての職員の意識啓発を継続的に実施するとともに、管理監督者に 

おいては風通しの良い職場環境の醸成などハラスメントのない環境づくりを推進する

必要がある。 

 

（４）高齢層職員の能力及び経験の活用 

定年引上げが開始され、定年前の高齢層職員が今後増加していく中で、任用に当たって

は、その能力や経験を活用して班長等に配置し、中堅職員の負担軽減による組織活力の  

維持向上を図ることなどにより、県庁全体が組織のパフォーマンスを最大限発揮し、公務

能率や県民サービスの向上につなげていくことが求められる。 

 

（５）コンプライアンスの徹底 

職員一人ひとりが、県民全体の奉仕者であることを十分に自覚し、県民の信頼に応える

行動をすることが肝要であり、より一層、厳正な服務規律の保持について徹底を図ると 

ともに、研修等の様々な機会を通じて職員への定期的・継続的な意識啓発に取り組む 

必要がある。 
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＜参 考＞ 

 

１ 月例給（行政職）の改定の内訳 
 

区 分 改定額（率） 

給料の月額 3,940 円 （1.09％） 

はね返り分 367 円 （0.10％） 

計 4,307 円 （1.19％） 

  

 

 

 

 

 

２ 職員（行政職）の平均年間給与額 
 

現 行（Ａ） 改定後（Ｂ） 改定による増加額（Ｂ－Ａ） 

5,859,737 円 5,970,910 円 111,173 円 

※ 平均年齢 38.8 歳 

 

３ 勧告による人件費への影響額 

約 71億円 

※ 一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く）の計 

（令和５年度９月補正後予算ベース） 

 

４ 職員のモデル給与例（行政職） 

               

役職 年齢 
勧告前 勧告後 改定額 

月例給 年間給与 月例給 年間給与 月例給 年間給与 

主 事 25 歳 232 3,804 241 3,984 9 180 

主 査 40 歳 378 6,376 380 6,449 2 73 

課 長 55 歳 570 9,228 571 9,307 1 79 

  

 

 

 

  

（注）１ 給料表の改定額は 1,000 円～12,000 円 

２ 「はね返り分等」は、給料の月額を算定基礎としている地域手当及び農林

漁業普及指導手当における給料の月額の改定に伴う増減（はね返り）分 

及び初任給調整手当の改定に伴う増減分 

（単位：千円） 

（注）モデル給与例の月例給及び年間給与は、給料、地域手当（9.2％）、管理職手当

を基礎に算出 
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５ 近年の改定状況 

 

月例給の改定額（率） 

期末・勤勉手当 

改定月数 
支給月数 

（改定後） 

 平成 26年 968 円 (0.25％) 0.15 月 4.10 月 

27 年 3,223 円 (0.85％) 0.10 月 4.20 月 

28 年 868 円 (0.23％) 0.10 月 4.30 月 

29 年 1,248 円 (0.33％) 0.10 月 4.40 月 

30 年 712 円 (0.19％) 0.05 月 4.45 月 

令和元年 566 円 (0.15％) 0.05 月 4.50 月 

２年 －  △0.05 月 4.45 月 

３年 －  △0.15 月 4.30 月 

４年 1,198 円 (0.33％) 0.10 月 4.40 月 

５年 4,307 円 (1.19％) 0.10 月 4.50 月 

 

６ 給与勧告制度の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（給与条例の改正） （勧告の取扱い決定） 

民間給与の調査 
 

・企業規模 50 人以上かつ事業所規模 50 人以上の

事業所を実地調査 

・母集団 1,918 事業所のうち、無作為抽出した 

382 事業所を調査 

 従業員別調査 
 

令和５年４月分給与 

約 9,900 人分を調査 

職員給与の調査 

事業所別調査 
 

給与改定・諸手当制度 

ボーナス等を調査 

個人別調査 
 

令和５年４月分給与 

全職員対象約 51,700 人 

（うち行政職員約9，500人） 

職員（行政職員）及び民間のボーナス

の支給月数、各種手当等を比較 

職員（行政職員）と民間の月例給について  

役職・年齢・学歴が同種・同等の者同士を比較 

（ラスパイレス方式） 

給与改定、諸手当制度の見直しの検討 

人 事 委 員 会 給 与 勧 告 

情勢適応の原則・均衡の原則 

県 議 会 知 事 

他都道府県の   

職員給与との均衡 
国家公務員給与

との均衡 

条例案提出 
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Ⅱ 職員の競争試験及び選考の状況 

  

１．採用試験 

  令和５年度においては、上級、中級、初級、資格免許職、市町村立学校事務中級、市町村立学校事務

初級、警察官の各試験を次のとおり実施した。 

 

（１）採用試験の実施日程 

試験 

区分 

試験 

職種 
年齢要件 

受験案内 

配布開始 
受付期間 

第１次 

試験日 

第１次試験 

合格発表日 

第２次 

試験日 

最終合格者 

発表日 

職員採用上級試験 

（一般行政A） 

平成5.4.2 

～平14.4.1 

 生まれの者 

5.12(金) 

5.12(金) 

～ 

5.26(金) 

6.18(日) 6.29(木) 

7.13(木) 

～ 

8.2(水) 

8.28(月) 

職員採用上級試験 

（一般行政B） 

昭63.4.2 

～平11.4.1 

 生まれの者 

5.12(金) 

5.12(金) 

～ 

5.26(金) 

6.18(日) 6.29(木) 

7.13(木) 

～ 

8.2(水) 

8.28(月) 

職員採用上級試験 

（上記以外の職種） 

昭63.4.2 

～平14.4.1 

 生まれの者 

5.12(金) 

5.12(金) 

～ 

5.26(金) 

6.18(日) 6.29(木) 

7.13(木) 

～ 

8.2(水) 

8.28(月) 

職員採用中級試験 平5.4.2 

～平16.4.1 

 生まれの者 

7.7(金) 

7.25(火) 

～ 

8.14(月) 

9.24(日) 10.12(木) 

10.30(月) 

～ 

11.14(火) 

12.5(火) 市町村立学校事務 

職員採用中級試験 

職員採用初級試験 平14.4.2 

～平18.4.1 

 生まれの者 

7.7(金) 

7.25(火) 

～ 

8.14(月) 

9.24(日) 10.12(木) 

10.30(月) 

～ 

11.14(火) 

12.5(火) 市町村立学校事務 

職員採用初級試験 

 

 

 

資 

格 

免 

許 

職 

職 

員 

採 

用 

試 

験 

 

獣 医 師 

昭63.4.2 

～平12.4.1 

 生まれの者 

5.12(金) 

5.12(金) 

～ 

5.26(金) 

6.18(日) 6.29(木) 

7.13(木) 

～ 

8.2(水) 

8.28(月) 薬 剤 師 

昭63.4.2 

～平12.4.1 

 生まれの者 

保 健 師 

昭63.4.2 

～平15.4.1 

 生まれの者 

保 育 士 

昭63.4.2 

～平16.4.1 

 生まれの者 

7.7(金) 

7.25(火) 

～ 

8.14(月) 

9.24(日) 10.12(木) 

10.30(月) 

～ 

11.14(火) 

12.5(火) 臨床検査技師 

昭63.4.2 

～平15.4.1 

 生まれの者 

栄 養 士 

昭63.4.2 

～平16.4.1 

 生まれの者 
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試験 

区分 

試験 

職種 
年齢要件 

受験案内 

配布開始 
受付期間 

第１次 

試験日 

第１次試験 

合格発表日 

第２次 

試験日 

最終合格者 

発表日 

警

察

官

採

用

試

験 

第

１

回 

警察官Ａ 

（男性） 

平2.4.2 

以降生まれ 

の男性 
 

 

 

 

 

3.7(火) 

 

 

 

 

 

 

 

3.7(火) 

～ 

4.12(水) 

 

 

5.14(日) 

 

5.25(木) 

 

6.2(金) 

～ 

6.15(木) 

 

8.2(水) 

警察官Ａ 

（女性） 

平2.4.2 

以降生まれ 

の女性 

警察官Ｂ 

（男性） 

平5.4.2 

～平17.4.1 

生まれの 

男性 

警察官Ｂ 

（女性） 

平5.4.2 

～平17.4.1 

生まれの  

女性 

第

２

回 

警察官Ａ 

（男性） 

平2.4.2 

以降生まれ 

の男性 
 

 

 

 

 

6.27(火) 

 

 

 

 

 

 

 

6.27(火) 

～ 

8.15(火) 

 

 

9.17(日) 

 

10.2(月) 

 

10.11(水) 

～ 

10.24(火) 

12.19(火) 

警察官Ａ 

（女性） 

平2.4.2 

以降生まれ 

の女性 

警察官Ｂ 

（男性） 

平5.4.2 

～平18.4.1 

生まれの 

男性 

警察官Ｂ 

（女性） 

平5.4.2 

～平18.4.1 

生まれの  

女性 
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（２）採用試験の方法 

教養試験
択一式

専門試験
択一式

体格・
体力検査

論文試験
記述式

作文試験
記述式

口述
試験

適性
検査

身体
検査

体格・
体力検査

一般行政A ○ ○ － ○ － ○ ○ － －

一般行政B ○ － － ○ － ○※ ○ － －

心　　理

児童指導員

農　　業

林　　業

水　　産

畜　　産

農業土木

土　　木

建　　築

化　　学

電　　気

機　　械

一般行政

警察事務

市町村立学校事務

一般行政

県立病院事務

警察事務

市町村立学校事務

農業土木

土　　木

電　　気

機　　械

獣　医　師

薬　剤　師

保　健　師

保　育　士

臨床検査技師

栄　養　士

警察官Ａ(男性) ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ ○

警察官Ａ(女性) ○ － － ○ － ○ ○ ○ ○

警察官Ｂ(男性) ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ ○

警察官Ｂ(女性) ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○
教養試験：職員として必要な一般的な知識及び知能についての筆記試験
専門試験：試験職種に応じた専門的な知識・技術・能力等についての筆記試験（一般行政Bは専門試験なし）
論文試験：課題についての判断力、専門的知識、文章による表現力、文章構成力その他の能力についての筆記試験
作文試験：文章による表現力、課題に対する理解力その他の能力についての筆記試験
体格・体力検査：職務遂行上必要な体格と体力についての検査

口述試験：主として人柄・性向等についての試験。※一般行政Bはプレゼンテーションを含む。
適性検査：職務遂行上必要な素質・性格についての（質問紙法・作業検査法）検査
身体検査：健康状態についての医学的検査及びこれに付随するその他の検査

第　１　次　試　験
第１次試験実施
だが２次試験と

して評価
第　２　次　試　験

試験区分・試験職種
（試験の程度）

中級
（短大・高専卒程

度）
○ ○ － ○ － ○ ○ － －

○ － － － ○ ○ ○ － －

○ ○ － － － ○ ○ － －

資格免許職
（大学卒程度）

資格免許職
（短大・高専卒程

度）
司　　　書

警察官
（大学卒程度）

警察官
（高校卒程度）

上級
（大学卒程度）

○ ○ －

○
※児童指
導員を除

く

－ ○ ○ － －

初級
（高校卒程度）

○ ○ － － － ○ ○ － －
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（３）採用試験の実施状況                    ―は採用試験が行われなかった職種 

 

 

  

採用予定数
（人）

申込者数
A（人）

第１次受験者数
B（人）

第１次合格者数
C（人）

最終合格者数
D（人）

合格倍率
B/D（人）

一般行政A 95 879 635 301 175 3.6
一般行政B 25 142 94 94 41 2.3
心理 37 67 52 50 34 1.5
児童指導員 50 50 38 37 23 1.7
農業 27 71 47 45 33 1.4
林業 6 13 8 8 6 1.3
水産 10 38 27 24 12 2.3
畜産 7 11 9 9 8 1.1
農業土木 5 9 7 7 6 1.2
土木 66 71 51 48 35 1.5
建築 12 17 10 10 7 1.4
化学 7 30 24 18 10 2.4
電気 25 26 19 18 11 1.7
機械 12 24 18 17 11 1.6

計 384 1,448 1,039 686 412 2.5
一般行政 28 301 165 98 39 4.2
警察事務 26 181 106 88 35 3.0
農業土木 － － － － － －
土木 － － － － － －

計 54 482 271 186 74 3.7
一般行政 87 694 584 390 192 3.0
県立病院事務 1 6 4 4 1 4.0
警察事務 18 117 96 75 35 2.7
農業 － － － － － －
林業 － － － － － －
農業土木 2 14 14 10 7 2.0
土木 16 47 43 40 29 1.5
化学 － － － － － －
電気 5 4 4 4 3 1.3
機械 4 8 7 7 7 1.0

計 133 890 752 530 274 2.7
7 71 47 18 9 5.2

27 163 139 101 50 2.8
34 234 186 119 59 3.2

獣医師 18 22 15 14 11 1.4
薬剤師 9 19 16 16 12 1.3
薬剤師(病院局) 2 4 4 4 2 2.0
保健師 11 37 35 32 16 2.2
管理栄養士 2 45 34 8 3 11.3
管理栄養士(病院局) － － － － － －
保育士 28 38 22 21 12 1.8
臨床検査技師 4 6 4 4 3 1.3
栄養士 2 34 29 8 3 9.7
司書 － － － － － －

計 76 205 159 107 62 2.6
第１回

警察官Ａ(男性) 165 742 559 519 279 2.0
警察官Ａ(女性) 40 249 189 172 76 2.5
警察官Ｂ(男性) 30 628 452 148 74 6.1
警察官Ｂ(女性) 5 223 153 25 15 10.2

計 240 1,842 1,353 864 444 3.0
第２回

警察官Ａ(男性) 15 258 102 71 11 9.3
警察官Ａ(女性) 5 91 35 25 9 3.9
警察官Ｂ(男性) 120 707 423 373 155 2.7
警察官Ｂ(女性) 30 242 150 138 42 3.6

計 170 1,298 710 607 217 3.3
県内計

警察官Ａ(男性) 180 1,000 661 590 290 2.3
警察官Ａ(女性) 45 340 224 197 85 2.6
警察官Ｂ(男性) 150 1,335 875 521 229 3.8
警察官Ｂ(女性) 35 465 303 163 57 5.3

計 410 3,140 2,063 1,471 661 3.1
県外

警察官Ａ(男性) 12 16 15 3 5.3
警察官Ｂ(男性) 20 53 45 11 4.8

計 32 0 69 60 14 4.9

警察官計 442 3,140 2,132 1,531 675 3.2

1,123 6,399 4,539 3,159 1,556 2.9

試験区分・試験職種

市町村立学校事務中級

市町村立学校事務初級

　　　計

総　　　計

中
級

試
験

上
級

試
験

初
級

試
験

資

格
免

許
職

警
察

官
試

験
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２．採用選考 

  任用規則の規定に基づき、令和５年度は次のとおり採用選考を行った。（任命権者へ委任したもの 

を除く。） 

 

３．昇任選考 

  任用規則の規定に基づき、令和５年度は次のとおり昇任選考を行った。（任命権者へ委任したもの 

を除く。） 

給料表（区分）

任命権者

知　　事 1,066 11 70 23 7 1,177

病院局長 28 129 157

企業局長 164 164

県議会議長 10 10

教育委員会 227 6 1 7 241

選挙管理委員会

代表監査委員 7 7

人事委員会 5 5

海区漁業調整委員会

警察本部長 118 1 195 1 315

計 1,625 12 205 1 195 23 15 2,076

行政職 研究職 医療職 海事職 公安職 福祉職
単純労務

職　　員
合計

 

  

給料表

任命権者

知　　事 84 11 17 1 14 127

病院局長 1 2 160 163

企業局長

県議会議長

教育委員会 106 6 2 114

選挙管理委員会

代表監査委員

人事委員会

海区漁業調整委員会

警察本部長 17 2 23 42

計 208 21 177 1 16 23 446

行政職 研究職 医療職 海事職 福祉職 公安職 合計
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Ⅲ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況 
 

 

 地方公務員法第46条の規定により、職員から給与、勤務時間その他の勤務条件について、地方公共団体

の当局が適当な措置を執るよう要求があった場合、同法第47条の規定により、必要な審査を行い、その  

結果に基づいて判定し、必要に応じて当局に対し勧告等を行うものである。 

令和５年度における措置の要求の処理状況及び件数は次のとおりである。 

 

１．令和５年度における措置の要求の処理状況 

 

事件番号 要求者 要求事項 要求年月日 
処理状況（R6.3.31現在） 
※( )内は令和5年度中の動き 

令和５年審甲第１号 知事部局職員 
ハラスメントに関する

こと等 
R5.2.14 

判   定 

（R6.3.25 一部却下、 

         一部棄却 ） 

令和５年審甲第２号 知事部局職員 

ハラスメント的行為の

再発防止策を求める 

こと等 

R5.10.3 
判   定 

（R5.11.27 却下） 

 

 

２．勤務条件に関する措置の要求の件数 

 

件 数 

 区 分 

令和 4 年度末現在 令和 5 年度 令和 5 年度末現在 

未処理件数 措置要求件数 処理件数 未処理件数 

給与 0 0 0 0 

旅費 0 0 0 0 

勤務時間 0 0 0 0 

休暇 0 0 0 0 

執務環境 0 0 0 0 

転任 0 0 0 0 

ハラスメント 1 1 2 0 

その他 0 0 0 0 

合  計 1 1 2 0 
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Ⅳ 不利益な処分についての審査請求の状況 
 

 地方公務員法第49条から第51条までの規定により、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた 

職員から不利益処分に関する審査請求があった場合、人事委員会が必要な審査を行い、その結果に 

基づいて、その不利益処分を承認し、修正し、又は取り消し、及びこれに伴う必要な措置を行わせること

によって職員の身分保障を確保しようとするものであり、準司法的な手続による事後審査の制度である。 

 令和５年度における審査請求の処理状況及び件数は次のとおりである。 

 

１．令和５年度における審査請求の処理状況 

 

事件番号 請求者 請求事項 処分者 
処理状況（R6.3.31現在） 
※( )内は令和5年度中の動き 

(1) 

昭和49年審乙 

第36,37号 

(4.27教員事案) 

公立学校教員

２人 

(当初39人) 

懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(2) 

昭和50年審乙 

第12,13,15,18,19,22, 

25,36号 

(4.11等教員事案) 

公立学校教員

８人 

(当初35人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(3) 

昭和51年審乙 

第12,13,15,21,22,24号 

(12.10等教員事案) 

公立学校教員

６人 

(当初24人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(4) 

昭和53年審乙 

第10,12,14号 

(4.15等教員事案) 

公立学校教員

３人 

(当初13人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(5) 

昭和54年審乙 

第5,7,9,11,12号 

(5.31教員事案) 

公立学校教員

５人 

(当初12人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(6) 

昭和55年審乙 

第3号 

(4.25教員事案) 

公立学校教員

１人 

(当初３人) 

懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(7) 

昭和56年審乙 

第3～5,7,8号 

(4.16教員事案) 

公立学校教員

５人 

(当初12人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(8) 

昭和57年審乙 

第4～6,8号 

(6.4等教員事案) 

公立学校教員

４人 

(当初11人) 

懲戒（停職、 

減給） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(9) 

昭和58年審乙 

第11,12,14号 

(12.16等教員事案) 

公立学校教員

３人 

(当初８人) 

懲戒（停職、 

減給） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(10) 

昭和59年審乙 

第1,2,4,6号 

(10.7教員事案) 

公立学校教員

４人 

(当初９人) 

懲戒（停職、 

減給） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(11) 

昭和60年審乙 

第1,3～5号 

(10.26教員事案) 

公立学校教員

４人 

(当初９人) 

懲戒（停職、 

減給） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(12) 

昭和61年審乙 

第1,3～5号 

(4.17教員事案) 

公立学校教員

４人 

(当初９人) 

懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 
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事件番号 請求者 請求事項 処分者 
処理状況（R6.3.31現在） 
※( )内は令和5年度中の動き 

(13) 

平成元年審乙 

第13,16～18,20,21号 

(5.24教員事案) 

公立学校教員

６人 

(当初10人) 

懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(14) 令和 3 年審乙第 3 号 公立学校職員 
懲戒（免職）

処分修正 

千葉県教育

委員会 

裁   決 

（R6.1.19 処分承認） 

(15) 令和 5 年審乙第 1 号 警察官 
懲戒（免職） 

処分取消 

千葉県警察

本部長 
係 属 中 

(16) 令和 5 年審乙第 2 号 公立学校教員 
懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

 

 

２．不利益処分に関する審査請求の件数 

 

件 数 

 区 分 

令和 4 年度末現在 令和 5 年度 令和 5 年度末現在 

未処理件数 審査請求件数 処理件数 未処理件数 

分
限
処
分 

降給 0 0 0 0 

降任 0 0 0 0 

休職 0 0 0 0 

免職 0 0 0 0 

懲
戒
処
分 

戒告 27 1 0 28 

減給 24 0 0 24 

停職 4 0 0 4 

免職 1 1 1 1 

そ
の
他 

転任処分 0 0 0 0 

訓告処分 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 

合  計 56 2 1 57 

 

 


